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専門部会の開催状況について 

 

１ 処遇困難事例等専門部会 

【所管事項】 

   児童福祉施設への入所等の措置の決定及び解除等に関する事項 

 

  【開催状況】 

  （１）平成 27 年度 

    ① 開催回数 10 回   ② 諮問等件数 55 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

（２）平成 28 年度（11 月 11 日現在） 

① 開催回数 6 回   ② 諮問等件数 28 件 

                                     （件） 

※６月、７月は開催していない。 

 

月 

処遇困難事例 里親認定 
ＦＨ 

指定 

自立援

助ホー

ム指定 

合計 28条 

申立 

28条 

更新 

処遇 

困難 
その他 小計 養子 養育 親族 専門 小計 

4 1    1 1 1   2   3 

5      2 1   3   3 

8 1    1 2 4 1  7   8 

9      3 2 1  6   6 

10      1 2 1  4   4 

11      1 3   4   4 

計 2    2 10 13 3  26   28 

                                      （件） 

月 

処遇困難事例 里親認定 
ＦＨ 

指定 

自立援

助ホー

ム指定 

合計 28条 

申立 

28条 

更新 

処遇 

困難 
その他 小計 養子 養育 親族 専門 小計 

5  1   1 2   1 3   4 

6    1 1 1 1   2   3 

7       1   1   1 

9 2    2 3 4   7   9 

10 1 1   2 1 1   2  1 5 

11    2 2 3    3   5 

12 2    2  1   1 1  4 

1    1 1 2 5   7   8 

2 1   3 4 1 2   3   7 

3 3   1 4  4   4 1  9 

計 9 2  8 19 13 19  1 33 2 1 55 

※ ４月，８月は開催していない。 

※ ＦＨ・・・小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム） 

資料３ 
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２ 権利擁護等専門部会 

  【所管事項】 

児童養護施設等入所児童の権利擁護に関する事項及び児童虐待による死 

亡事例等の検証 

         

  【開催状況】 

（１）平成 27 年度 

回 日程 内容 

第 1 回 平成 27 年 4 月 10 日 ・被措置児童の虐待事案に関する報告 

第 2 回 平成 27 年 6 月 22 日 ・被措置児童の虐待事案に関する報告 

第 3 回 平成 28 年 1 月 14 日 
・被措置児童の虐待事案に関する報告 

・児童虐待死亡事例等検証について 

第 4 回 平成 28 年 3 月 15 日 
・被措置児童の虐待事案に関する報告 

・児童虐待死亡事例等検証について 

 

（２）平成 28 年度（11 月末現在） 

回 日程 内容 

第 1 回 平成 28 年 11 月 29 日 ・被措置児童の虐待事案に関する報告 

 

３ 教育・保育施設等認可・確認専門部会 

【所管事項】 

保育所，家庭的保育事業等及び幼保連携型認定こども園に係る認可等に関する 

事項並びに特定教育・保育施設等の利用定員の設定に関する事項 

 

【開催状況】 

  （１）平成 27 年度（11 月 21 日現在） 

回 日程 内容 

第１回 平成 27 年６月５日 保育所の設置・運営者の選定について審議（７施設） 

第２回 
平成 27 年 10 月 14 日 

10 月 16 日 

地域型保育事業者の選定について審議（25 事業所） 

保育所の設置・運営者の選定について審議（１施設） 

第３回 平成 28 年３月 23 日 

保育所の設置・運営者の選定について審議（８施設） 

特定教育・保育施設及び特定地域保育事業者の確認に

ついて（２・３号認定）審議（３７施設） 

 

（２）平成 28 年度（11 月 21 日現在） 

回 日程 内容 

第１回 平成 28 年５月 28 日 
国家戦略特区を活用した公園内保育所の設置・運営者

の選定について審議（８団体） 

第２回 平成 28 年６月 24 日 保育所の設置・運営者の選定について審議（８施設） 

第３回 
平成 28 年９月 25 日 

10 月７日 
地域型保育事業者の選定について審議（33 事業所） 




